
【別紙様式２】 地方公共団体 
 
 
 

４ 財産処分承認基準通知の第２の２の該当項目（番号を○で囲む。） 
 

・地方公共団体     →   (1)①  (1)②  (2） 
 
・地方公共団体以外の者 →   (2) 

 

 

 

     第２の２ 地方公共団体 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
       ① 経過年数（補助目的のために事業を実施した年数をいう。以下同じ。）が

１０年以上である施設又は設備（以下「施設等」という。）について行う財
産処分 

       ② 経過年数が１０年未満である施設について行う財産処分であって、市町村
の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）第３条第１項の規定に
基づく合併市町村基本計画に基づいて行われるもの 

 
（２） 災害若しくは火災により使用できなくなった施設等又は立地上若しくは構造

上危険な状態にある施設等の取壊し又は廃棄（以下「取壊し等」という。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 次に掲げる財産処分（以下「包括承認事項」という。）であって別紙様式２により厚生

労働大臣等への報告があったものについては、１にかかわらず、厚生労働大臣等の承認が

あったものとして取り扱うものとする。ただし、この報告において、記載事項の不備など

必要な要件が具備されていない場合は、この限りではない。 
（１） 地方公共団体が、当該事業に係る社会資源が当該地域において充足しているとの

判断の下に行う次の財産処分（有償譲渡及び有償貸付を除く。） 


